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行 政 か ら の お 知 ら せ
I n f o r m a t i o n
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特
別
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収
（
天
引
き
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対
象
と
な
る
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・
４
月
１
日
現
在
、　

歳
以
上
の
公
的
年
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金
受
給
者
で
前
年
中
の
年
金
所
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納
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義
務
が
あ
る
方

　

た
だ
し
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方
は
特
別
徴
収
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ん
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該
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金
の
年
額
を
超
え
る
方

桓
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ

　

れ
て
い
な
い
方

仕
特
別
徴
収
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象
と
な
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公
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年
金
の
年
金
所
得
に
対
す
る
所
得

割
と
均
等
割
額
が
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

の
対
象
と
な
り
ま
す
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も
し
年
金
所
得
の
ほ
か
に
、
給
与
所
得

や
不
動
産
所
得
な
ど
、
他
に
所
得
が
あ
る

場
合
は
、

・
年
金
所
得
に
対
す
る
個
人
住
民
税
は
、

　

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
に
な
り
ま
す
。

・
そ
の
他
の
所
得
に
対
す
る
個
人
住
民
税

　

は
、
今
ま
で
ど
お
り
給
与
か
ら
の
特
別

　

徴
収
ま
た
は
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口

　

座
振
替
）
に
よ
り
納
付
し
て
い
た
だ
き

　

ま
す
。

仕
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
公
的
年
金

　

住
民
税
を
特
別
徴
収
（
天
引
き
）
す
る

公
的
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
等
の
老
齢

ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金

で
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
、
共
済
年
金

が
対
象
で
す
。

　

障
害
年
金
や
遺
族
年
金
は
住
民
税
が
非

課
税
と
な
り
ま
す
の
で
、
個
人
住
民
税
を

天
引
き
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

仕
納
付
方
法
の
変
更

　

法
に
よ
り
、
公
的
年
金
に
係
る
個
人
住

民
税
の
納
付
方
法
（
特
別
徴
収
か
普
通
徴

収
か
）
を
納
税
義
務
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選
択
す
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は
認
め
ら
れ
て
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ま
せ
ん
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特
別
徴
収
の
対
象
条
件
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
特
別
徴
収
の
納
付
残
額

を
後
日
納
付
書
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。
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７５

月
か
ら
個
人
住
民
税
（
市
県
民
税
）
の

１０

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を
始
め
ま
す

年金からの特別徴収の方法

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い
る　

歳
以
上
の
方

６５

で
、
個
人
住
民
税
（
市
県
民
税
）
を
納
税
し
て
い
る
方
は
、
平
成　

年　

月
か
ら
、

２１

１０

公
的
年
金
に
係
る
住
民
税
が
年
金
か
ら
あ
ら
か
じ
め
差
し
引
か
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　

こ
の
改
正
は
、
住
民
税
の
納
付
方
法
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
た
に
税

負
担
が
発
生
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
年
税
額
の
計
算
方
法
も
今
ま
で
と

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

残2年目以降（前年度から引き続き特別徴収）

特別徴収（年金天引き）

２月１２月１０月８月６月４月

年税額か
ら仮徴収
分を差し
引いた額
の

３分の１

年税額か
ら仮徴収
分を差し
引いた額
の

３分の１

年税額か
ら仮徴収
分を差し
引いた額
の

３分の１

前年度の
２月分と
同額

前年度の
２月分と
同額

前年度の
２月分と
同額

                【本徴収】
決定した年税額から仮徴収額を
差し引いた残額を天引きします

【仮徴収】
暫定的に算定された額（前年度
２月と同額）が仮徴収されます

残特別徴収開始年度（１０月から）

特別徴収（年金天引き）普通徴収（自分で納付）

２月１２月１０月８月６月

年税額の
６分の１

年税額の
６分の１

年税額の
６分の１

年税額の
４分の１

年税額の
４分の１

年税額の半分を年金から天引きします
年税額の半分を、納付書
または口座振替で納付
していただきます


